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第12回 熊本県議会高速交通及び新幹線活用対策特別委員会会議記録 

 

平成25年６月25日(火曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時１分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 １ 高速交通体系に関する件 

 ２ 熊本都市圏交通に関する件 

 ３ 九州新幹線を活用した地域振興に関す

る件 

 ４ 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

 ５ その他 

――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

        委 員 長 小早川 宗 弘 

        副委員長 髙 木 健 次 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 中 村 博 生 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 浦 田 祐三子 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 東   充 美 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員（１人） 

委  員 小 杉  直

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 錦 織 功 政 

 

       熊本県理事 

兼交通政策・情報局長 小 林   豊  

地域振興課長 吉 田    誠  

交通政策課長 中 川    誠 

商工観光労働部 

首席審議員      

       兼観光課長  渡 辺 純 一 

    くまもとブランド 

        推進課長 成 尾 雅 貴 

 土木部 

部 長 船 原 幸 信 

道路整備課長 手 島 健 司 

首席審議員 

兼道路保全課長 増 田   厚 

都市計画課長 平 尾 昭 人 

審議員兼 

鉄道高架推進室長 松 永 清 文 

 警察本部 

交通部長 木 庭   強 

交通規制課長 安 武 秀 則 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

     政務調査課主幹 桑 原 博 史  

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議   

○小早川宗弘委員長 それでは、ただいまか

ら第12回高速交通及び新幹線活用対策特別委

員会を開会いたします。 

 本日は、執行部を交えた本年度最初の委員

会でありますので、一言私のほうから御挨拶

を申し上げたいと思います。 

 本委員会は、皆さん御承知のとおり、１つ

目は、高速交通体系に関する件、２つ目は、

熊本都市圏交通に関する件、３番目は、九州

新幹線を活用した地域振興に関する件という
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３つの調査事件が付託されております。 

 どの分野もかなり幅広い分野の調査となり

ますが、特に高速道路の整備、あるいは駅前

整備のあり方、そして新幹線を活用した地域

づくりというのは、本県にとって極めて重要

な課題でありますので、その課題に的確に対

処するためにも、委員各位の活発な御意見あ

るいは御質問もどんどんとしていただきたい

というふうに思っておりますし、また何より

も活力ある熊本づくりにつながるように、委

員会審議を進めてまいりたいというふうに思

っております。 

 今後１年間、髙木副委員長とともに円滑な

委員会運営に努めてまいりますので、委員の

皆様方、執行部の皆様方にも御協力のほどよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 簡単ではありますが、委員長としての挨拶

とさせていただきます。 

 それでは、副委員長からも一言御挨拶をお

願いします。 

 

○髙木健次副委員長 皆さん、おはようござ

います。副委員長の髙木でございます。 

 本委員会は、３件の重要な付託調査事件を

審議する重要な委員会であります。今後１年

間、小早川委員長を補佐して、円滑な委員会

運営が行われますよう精いっぱい努力をして

まいりたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、委員各位並びに執行部の皆様方の御

協力をよろしくお願い申し上げ、簡単ですが

御挨拶にかえたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、執行部関係

部課職員の自己紹介を受けたいと思います。 

 名簿の順に自席からお願いをいたします。 

  （錦織企画振興部長、小林理事～安武交

通規制課長の順に自己紹介） 

○小早川宗弘委員長 それでは、次に、執行

部を代表して、錦織企画振興部長から挨拶並

びに概要説明をお願いします。 

 

○錦織企画振興部長 委員会の開会に当たり

まして、執行部を代表して御挨拶及び本委員

会の付託案件の概要につき、簡略に御説明を

申し上げます。 

 小早川委員長、髙木副委員長を初め委員の

皆様方におかれましては、これから１年間、

高速交通及び新幹線活用に係る諸問題につい

て御審議いただきたいと思います。執行部と

いたしましても一生懸命取り組んでまいりま

すので、御指導のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、本日御審議いただきます議案の

概要について説明をさせていただきます。 

 第１に、高速交通体系に関する件でござい

ます。 

 まず、高規格幹線道路等の道路ネットワー

クの整備につきましては、本年５月に、国道

57号の滝室坂が、中九州横断道路の一部とし

て新規事業化されるとともに、熊本天草幹線

道路の本渡道路が新規事業採択されておりま

す。 

 また、今年度当初予算におきましては、昨

年度を上回る配分となっており、幹線道路の

整備に弾みがついておるところでございま

す。今年度も整備が促進されるよう、要望活

動などに積極的に取り組んでまいります。 

 次に、航空路線の利用促進につきまして

は、東京線で、平成24年度の利用者数が、こ

こ10年で初めて200万人を超えるなど、国内

線全体としては堅調に推移しております。 

 ソウル線につきましては、利用者数全体は

前年より減少しておりますが、最近の円安・

ウォン高の影響等により、外国人利用者が増

加しております。 

 今後とも、週５便化の実現を目指し、利用

促進対策に取り組んでまいります。 

 また、台湾・中国線についての路線開設に
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向けた協議やチャーター便の造成、空港の活

性化策など、引き続き阿蘇くまもと空港の路

線振興及び拠点性向上に取り組んでまいりま

す。 

 第２に、熊本都市圏交通に関する件でござ

います。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス改善や公共

交通機関の利用促進などを進めながら、引き

続き交通ネットワークの強化に取り組んでま

いります。 

 第３に、九州新幹線を活用した地域振興に

関する件でございます。 

 まず、九州新幹線の運行状況でございます

が、九州新幹線の開業から丸２年が経過いた

しました。昨年は、７月の熊本広域大水害の

影響により利用者数が一時減少いたしました

が、最終的には平成24年度の博多－熊本間の

利用者数は開業１年目と同程度となってお

り、利用状況は順調に推移しております。 

 次に、九州新幹線を活用した熊本づくり及

び観光振興についてでございますが、まず、

くまもとプロモーションの推進につきまして

は、これまで進めてまいりました関西、中

国、福岡地域に、今年度からは首都圏を加え

まして、認知度の高い「くまモン」を最大限

活用したプロモーションを実施し、「くまも

と」のイメージ向上を図ってまいります。 

 次に、観光キャンペーンにつきましては、

昨年夏の熊本広域大水害等により減少した観

光客数を増大させるため、シニア層を対象と

した「リメンバー九州キャンペーン」や、フ

ァミリー層を対象とした「名探偵コナン 熊

本・阿蘇ミステリーツアー」等を展開し、熊

本観光の魅力を引き続き発信してまいりま

す。 

 以上、各案件につきまして概要を御説明申

し上げましたが、詳しくは各課長から御説明

申し上げますので、御審議のほど何とぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、議題(1)事

業概要について執行部からの説明を受け、そ

の後質疑を受けたいと思います。 

 なお、説明につきましては着座のまま、で

きるだけ簡潔にお願いをしたいと思います。 

 では、執行部から順次説明をお願いいたし

ます。 

 

○手島道路整備課長 よろしくお願いしま

す。 

 お手元の特別委員会資料に基づきまして説

明申し上げます。 

 なお、今回の資料につきましては、主な説

明箇所に下線を引いております。基本的に下

線部を中心に説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 １ページをお願いします。 

 Ⅰの高速交通体系に関する件でございま

す。 

 この件につきましては、１の高規格幹線道

路等の整備と２の航空路線の利用促進で構成

されておりますが、道路整備課で、１の高規

格幹線道路等の整備について御説明申し上げ

ます。 

 高規格幹線道路等とは、九州縦貫自動車道

などの高規格幹線道路に熊本天草幹線道路な

どの地域高規格道路を加えて、このような呼

び方をしております。 

 まず、最初に、(１)高規格幹線道の整備の

概要について御説明申し上げます。 

 高規格幹線道路は、全国的な高速自動車交

通網を構成する自動車専用道路で、ページの

下側の体系図にありますように、高速道路株

式会社及び国土交通省により整備される国土

開発幹線自動車道、熊本県内では九州縦貫自

動車道と九州横断自動車道延岡線がございま

す。また、国土交通省により整備される一般

国道自動車専用道路、熊本県内では南九州西

回り自動車道がございます。 

 ２ページをお願いします。 

 - 3 -



第 12 回 熊本県議会 高速交通及び新幹線活用対策特別委員会会議記録(平成 25 年６月 25 日) 

 高規格幹線道路の整備手順でございます。 

 ３ページをお願いします。 

 昭和62年以降の経過について、県内の高規

格幹線道路の整備状況を中心に一覧表で示し

ております。 

 ４ページをお願いします。 

 中ほどから下に、県内の高規格幹線道路の

路線別の状況を記載しております。 

 まず、九州縦貫自動車道でございます。 

 県内延長は134.8キロで、４車線で全線供

用されております。現在、各地でスマートイ

ンターチェンジの整備が進められておりま

す。 

 宇城氷川スマートインターチェンジは平成

21年度から事業化されており、宇城市氷川町

がアクセス道路を整備中です。 

 北熊本サービスエリアのスマートインター

チェンジは平成23年度から事業化され、また

城南スマートインターチェンジは平成24年度

から事業化されており、両方とも熊本市がア

クセス道路を整備中です。 

 県としても、今後もスマートインターチェ

ンジの設置に向け、市町の取り組みを支援し

てまいります。 

 ５ページをお願いします。 

 九州中央自動車道でございます。 

 嘉島町から延岡市までの約95キロのうち、

県内延長は約44キロメートルです。嘉島ジャ

ンクションから料金所までの約0.9キロメー

トルは、西日本高速道路株式会社が、御船か

ら山都までの区間23キロは、新直轄方式によ

り国が整備中です。残る山都から県境までの

約21キロメートルは、基本計画区間となって

おります。 

 追加インターチェンジ３カ所につきまして

は、現在、県、山都町、御船町で連携を図り

ながら、測量設計及び用地買収、工事を進め

ているところです。平成25年度には嘉島ジャ

ンクションから小池高山インターチェンジま

での1.8キロメートルが、平成30年度には北

中島インターチェンジまでの10.8キロメート

ルが、供用開始予定と伺っております。 

 今後とも、嘉島から山都までの区間につい

ては、早期完成に向けて地元町と連携を図り

ながら、国へ事業促進を働きかけてまいりま

す。 

 なお、蘇陽－高千穂間が、今年度から国の

計画段階評価を進めるための調査を行う箇所

とされました。 

 今後、その他の区間の整備に向けた道筋が

示されるよう、宮崎県や沿線の町とともに国

などに求めてまいります。 

 ６ページをお願いします。 

 南九州西回り自動車道です。 

 一般国道３号の自動車専用道路で、八代市

から鹿児島市までの約140キロメートル区間

のうち県内延長は約50キロメートルで、合併

施行方式で整備された八代ジャンクションか

ら日奈久インター間を除き、国が整備を進め

られております。 

 県内の芦北インターチェンジまでの28.8キ

ロメートル区間については、平成21年４月ま

でに暫定２車線で供用されています。現在、

芦北インターチェンジから県境までの約21キ

ロメートル区間が整備中で、平成27年度に

は、津奈木インターチェンジまでの7.7キロ

メートルが供用開始予定と伺っています。 

 今後とも早期完成に向けて、鹿児島県や沿

線市町と連携を図りながら、国に事業促進を

働きかけてまいります。 

 続きまして、地域高規格道路の整備でござ

います。 

 地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体

となって地域の基幹となる道路で、自動車専

用道路もしくはそれに準ずる道路で、おおむ

ね時速60キロメートル以上で走ることができ

る道路でございます。「すべての道は熊本に

通じる」という考えの実現に向け、地域高規

格道路の整備を進めているところです。 

 ７ページをお願いします。 
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 地域高規格道路の整備手順でございます。 

 続いて、８ページをお願いいたします。 

 現在、事業化されている３路線は、平成６

年に計画路線の指定を受けており、同時に候

補路線として島原天草長島連絡道路が指定を

受けております。平成10年には、候補路線に

有明海沿岸道路Ⅱ期が指定されております。 

 続きまして、路線別の状況です。 

 中九州横断道路です。 

 熊本市と大分市を結ぶ延長約120キロメー

トルの地域高規格道路で、県内延長は約53キ

ロとなっています。本県において県土の横軸

を形成し、九州における本県の拠点性を高め

る上で重要な路線でございます。 

 国は、平成12年度に、阿蘇大津道路5.3キ

ロに着手されましたが、平成22年度から休止

されております。 

 熊本大津間の21キロメートルにつきまして

は、調査区間として国において整備区間指定

に向けた調査を実施されており、今年度から

新規事業化に向けた計画段階評価に着手され

ました。 

 また、平成24年７月12日の九州北部豪雨に

より被災した国道57号滝室坂につきまして

は、今年度、別線による滝室坂道路として新

規事業化され、中九州横断道路の整備区間に

指定されました。 

 今後の取り組みとしまして、阿蘇大津道路

につきましては、国に休止方針の再検討を求

めてまいります。 

 熊本－大津間につきましては、早期の整備

区間の指定に向けた計画段階評価の早期完了

を求めてまいります。 

 滝室坂につきましては、一日も早い開通を

求めてまいります。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 熊本環状道路でございます。 

 この道路につきましては、熊本市において

約30キロメートルが路線指定を受けておりま

す。現在、熊本西環状線の一般県道砂原四方

寄線の約12キロと、熊本西環状線と九州縦貫

自動車道を結ぶ熊本市下硯川から大鳥居町ま

での熊本環状連絡道路約３キロメートルが、

整備区間と調査区間になっております。 

 なお、熊本西環状線と熊本環状連絡道路

は、熊本市の政令市移行に伴い、県から熊本

市に事業主体を引き継いでおります。 

 現状でございますが、熊本市が事業主体と

なった熊本西環状線では、花園、池上の２つ

の工区で事業を展開しており、花園工区は平

成27年度に供用予定と聞いております。 

 また、環状道路を構成する熊本東バイパ

ス、北バイパス、植木バイパスにつきまして

は国が順次整備に取り組んでおり、北バイパ

スについては平成26年度に供用予定と聞いて

おります。 

 今後の取り組みとしましては、各事業所に

整備促進を求めてまいります。 

 続きまして、10ページをお願いします。 

 熊本天草幹線道路でございます。 

 熊本市から天草市を結ぶ約70キロメートル

の地域高規格道路で、うち宇城市三角町まで

の国施行区間約32キロメートルと、上天草市

から天草市本渡町までの県施行区間約38キロ

に分かれております。 

 現状でございますが、国施行区間につきま

しては、熊本宇土道路3.8キロメートルで、

用地買収と工事が進められております。 

 また、宇土道路6.7キロメートルにつきま

しては、調査・測量設計が実施されていると

ころです。 

 県施行区間につきましては、暫定２車線

で、平成19年９月までに、松島有料道路3.3

キロ、松島－有明間10キロ、合わせて13.3キ

ロの区間を供用しております。 

 現在取り組んでおります大矢野バイパス3.

7キロメートルにつきましては、用地買収と

工事に取り組んでおり、三角の瀬戸にかかる

新天門橋の工事に、平成25年３月に着手した

ところです。 
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 また、天草市志柿町から本渡町間の仮称本

渡道路約４キロメートルにつきましては、調

査区間となっておりましたが、このうち第２

瀬戸大橋を含む1.3キロメートル区間が、こ

とし５月15日に新規事業化されました。 

 今後の取り組みとしまして、国の施行区間

の事業の促進を求めてまいります。 

 その他の道路として、有明海沿岸道路Ⅱ期

について、今年度から大牟田市－長洲町間が

計画段階評価を進めるための調査を行う箇所

とされ、６月４日に第１回の委員会が開催さ

れました。また、長洲町－熊本市飽田町間に

ついても、国、県及び熊本市で引き続き検討

を進めてまいります。 

 11ページをお願いします。 

 (３)の建設促進活動でございます。 

 熊本県と宮崎県で構成する九州中央自動車

道建設促進協議会、及び熊本県と鹿児島県で

構成する南九州西回り自動車道建設促進協議

会による活動を初めとして、さまざまな機会

を捉え要望活動などを実施しております。平

成24年度以降、資料のとおり活動を行ったと

ころです。 

 14ページをお願いいたします。 

 こちらのほうに、高規格幹線道路及び地域

高規格道路の位置図を添付しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 引き続き、資料の15ページをお願いいたし

ます。 

 航空路線の利用促進についてでございま

す。 

 まず、国内線の現状につきましては、全般

的なことからお話しします。 

 阿蘇くまもと空港、平成25年６月１日現

在、６路線39便が就航しております。平成24

年度の国内線の旅客数は、平成23年度に比べ

６万6,000人の増で、282万人となっておりま

す。 

 ことしの１月半ばから、ボーイング787の

機材トラブルで運航停止となっておりました

が、阿蘇くまもと空港の路線においても一部

欠航が発生しております。ただ、航空会社の

代替便の対応等によりまして、送客への影響

等はほとんどございませんでした。 

 個々の動きでございます。 

 まず、東京便につきましては、羽田の発着

枠の動きの拡大を受けまして要望活動を行い

ました結果、25年の３月末から、スカイネッ

トアジア航空によりまして１便増便がなされ

ております。 

 東京線につきましては、平成24年度、対前

年比6.9％増、202万人の利用となっておりま

して、ここ10年間で初めて200万人超えをし

ております。 

 また、神戸線につきましては、スカイマー

クが平成20年９月末に運休しておりまして、

対前年77％の減となっております。 

 15ページの一番下は、国内線旅客数の推移

でございます。 

 １ページおめくりください。16ページをお

願いいたします。 

 上の表が、今、６路線39便の就航状況でご

ざいます。東京方面が21便、中部・名古屋方

面が６便、関西・大阪方面が10便となってお

ります。 

 下段の表が、路線の就航の推移でございま

す。特に、平成22年度あたりにおきまして、

ＪＡＬの経営環境悪化によりまして増便、減

便、運休等が集中しておる状況でございま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 国内線対前年路線別の比較でございます。 

 一番上、東京線につきましては、先ほどお

話ししましたように、200万人を超えており

ます。 

 一番右端が増減でございます。東京線は先

ほど申しましたとおり、13万人の増となって
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おります。 

 また、表の中ごろに、伊丹・大阪方面で神

戸線８万人の減となっておりますのは、スカ

イマークの運休ということでございます。 

 国内線トータルで281万7,997人となってお

ります。 

 １ページおめくりください。18ページをお

願いいたします。 

 今後でございます。国内線につきまして

も、各航空会社等と十分連携をとりながら、

また近年新たな格安航空会社等の動きござい

ますので、引き続き積極的な誘致活動に取り

組んでまいります。 

 次、国際線の振興でございます。18ページ

の中段でございます。 

 現状。 

 ソウル線、週３便の状況で、あと国際線に

つきましてはチャーター便が飛んでおりま

す。東アジアをターゲットとしまして誘客対

策をとっておりまして、ソウル線の週５便

化、あるいは東アジアとの直行便就航を目指

して、利用促進に取り組んでおるところでご

ざいます。 

 ソウル線につきましては、今年度開設から

10周年を迎え、これまで約30万人の利用があ

っております。平成24年度の旅客実績につき

ましては、約２万7,000人、昨年に比べて2.

3％の減となっております。これはＬＣＣの

福岡就航あるいは国際情勢の影響等による日

本人の利用客の減となっております。ただ、

この２月以降につきましては、円安・ウォン

高等の影響によりまして、外国人の利用が伸

びてきているところでございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 中国・台湾線でございます。 

 台湾線につきましては、昨年12月には、23

年に引き続き県立高校のチャーター便による

修学旅行、これは大津高校でございますが、

実施されております。また、昨年の夏には、

復興航空によります連続チャーター便も実現

しているところでございます。引き続き、各

航空会社等を訪問するなど、継続的な要望活

動を実施してまいります。 

 また、中国線につきましても、日中関係の

行方等を見据えながら、航空会社との新規路

線就航に向けた協議を進めている状況でござ

います。 

 また、チャーター便につきましては、23年

度に比べ13便増加の53便となっております。

これは先ほど説明しました台湾の連続チャー

ターによるプラス効果でございます。 

 １ページおめくりください。20ページをお

願いいたします。 

 ただいま御説明しました国際線の旅客の推

移、折れ線グラフでございます。グリーンの

ラインが定期便の状況でございます。平成10

年から14年までが全く定期路線がございませ

んでしたので、ゼロの状況でございます。 

 また、下段の折れ線のグラフがチャーター

便の状況でございまして、この両方を足した

数字がブルー、青のラインでございます。チ

ャーター便、定期便合わせて、トータル24年

度は３万5,026人の利用状況となっておりま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 上の表がソウル線の昨年度の月別の利用状

況でございます。４つの段がございますが、

一番上の欄が利用の実際の人数でございま

す。また、その次の数字が対前年同月比でご

ざいます。また、３段目につきましては、通

常の利用率でございます。 

 一番下、４段目に米印で「140人乗換算」

という利用率を記載しております。飛行機の

利用率につきましては、その利用の頻度に応

じて航空会社が機材の大きさを変えることで

利用率を出す際に、単純に比較できない状況

になりますので、一定の機材、ソウル線の場

合は140人乗りの機材が通常の機材でござい

ますので、これに固定して利用率を出した数

字が一番下の数字でございます。 
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 一番右側をごらんください。24年度のトー

タルでございます。利用実績２万7,270人、

対前年比は97.4％でございます。利用率58.

1％でございますが、140人乗り換算にします

と62.8％となってございます。特に、２月、

３月につきましては、一番下の140人乗り換

算で見ていただきますと80.1、86.9と利用が

伸びている状況でございます。 

 下の欄が、先ほども御説明しましたチャー

ター便の状況でございます。トータル53便の

うち、一番多いのが台湾線の38便という状況

でございます。 

 １ページおめくりください。 

 22ページ、今後の取り組みでございます。 

 ソウル線につきましては、利用促進としま

して、７月末、来月末には特に新たなツアー

造成の取り組みを行ったり、また教育旅行の

取り組み、あるいはこれはインバウンド対策

になりますが、テレビショッピング等による

旅行商品造成等、アウトバウンド対策、イン

バウンド対策あわせまして週５便化実現に取

り組んでまいります。 

 中国・台湾線につきましては、これも特に

台湾線につきましては、インバウンド、アウ

トバウンドチャーター便の増加に特に力を入

れておきまして、交流実績の積み増しを図る

ことで、定期路線の働きかけをしてまいりま

す。 

 23ページをお願いいたします。 

 航空物流でございます。 

 24年度の航空物流取扱量約１万7,300トン

となっておりまして、前年に比べ7.2％の減

少となっております。24年度の状況につきま

しては、全日空、日本航空ともメーンであり

ます東京線の機材大型化によりまして、数字

の若干の伸びが前半ございましたが、ことし

の１月、先ほどお話ししました787の運航停

止によりまして、荷物のほうには若干マイナ

スの影響が出ております。 

 ２月、３月の下の表をごらんになられてく

ださい、２月、３月の一番下の欄が24年度の

23年度に対する比較でございますが、対前年

２月で80.9％、３月が88.6％と若干の影響が

出ているところでございます。 

 今後につきましては、リーマンショック以

降景気低迷によりまして、荷物の流れが悪う

ございますけれども、事業者等のニーズをし

っかり把握いたしまして、それに見合った機

材の提供等、航空会社に働きかけてまいると

ころでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 阿蘇くまもと空港の施設整備と活性化でご

ざいます。 

 まず、現状、空港整備でございますが、昨

年の夏に、国内線のターミナルのリニューア

ルがなされたところでございます。 

 下の表が、阿蘇くまもと空港の直轄事業の

概要でございます。景気対策等もございまし

て、平成25年度の国の事業費につきまして

は、対前年度約１億7,000万近い事業費の増

加になっているところでございます。主に、

滑走路の改良や誘導路の改良、照明施設等の

更新に取り組んでおるところでございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 この表は、国内線ターミナルの前の駐車場

付近の図でございます。真ん中に、赤で楕円

になっているところが駐車場の主なエリアで

ございます。赤で表示しているところが既に

整備が済んでいるところでございます。青で

線を引いているところが、今年度中の整備目

標に向けて取り組んでいる事業でございま

す。横断歩道のルーフの設置と今年度末に向

けて整備にしっかり取り組んでいるところで

ございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 空港経営改革でございます。 

 今月の19日には、民活空港運営法が成立い

たしまして、空港の経営につきましても、民

間事業者に対して委託できるという環境が整

っている状況でございます。引き続き、これ
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につきましては、情報を収集しながら検討し

てまいるところでございます。 

 空港周辺環境につきましては、地元住民等

を交えた空港周辺環境整備協議会というもの

を立ち上げまして、毎年意見交換をしている

ところでございます。阿蘇くまもと空港のＰ

Ｒにも積極的に取り組んでいるところでござ

います。 

 27ページをお願いいたします。 

 大空港構想ということで、空港の利用者目

標を300万人と掲げ、航空路線の強化、空港

の利便性向上、拠点性の向上、空港周辺の魅

力向上という観点に取り組んでいるところで

ございます。 

 具体的な取り組みとしましては、ＪＲ豊肥

本線等を活用しました空港ライナーの試験運

行、あるいはスマートエアポートの一環とし

ましたデジタルサイネージ。これは空港発着

ロビーの出口正面に、大きな電子掲示板をつ

くっているところでございます。 

 また、空港周辺にあります崇城大学等と、

防災時の協力等も含めた包括連携協定を結ん

でいるところでございます。 

 27ページの下のほうの表につきましては、

空港環境整備協会の対策事業に要しました周

辺の環境対策の交付状況でございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 これは、空港周辺地域における航空機騒音

監視体制でございます。環境の状況の設置ポ

イント、情報収集の設置ポイントでございま

す。 

 今後の取り組みでございます。29ページを

お願いいたします。 

 下のほうでございますが、空港機能強化に

取り組むために、阿蘇くまもと空港は、広域

防災拠点として対応するための調査・検討と

いうことで、今年度エプロン、これは駐機場

ということでございますが、これについての

基本設計、実施設計を実施する予定でござい

ます。 

 30ページをお願いいたします。 

 第Ⅱ項目、熊本都市圏交通に関する件でご

ざいます。 

 都市圏交通の状況でございます。 

 まず、公共交通機関の状況につきまして

は、鉄軌道それからバス路線につきまして

も、熊本都市圏の中心部から県内に放射状に

ネットワークが広がっているところでござい

ます。 

 また、自動車交通の状況につきましても、

通勤の手段としての自動車交通の分担率約６

割と高く、渋滞が集中しているところでござ

います。 

 31ページ、下の表でございます。まず、左

側に上下に棒グラフございます。上の欄が公

共交通機関の輸送人員でございます。赤の棒

グラフが右肩下がりになっております。毎年

でございますが、公共交通機関の利用状況が

減ってきている状況でございます。 

 その下の欄が熊本市における自動車の保有

台数、これは今のと反比例するように保有台

数がふえていると逆で見ておりまして、マイ

カーの利用が、１人ずつ所有というふうに近

くなれば、ふえるに従って公共交通の利用が

減っている状況でございます。 

 この右側の状況は交通渋滞の状況でござい

まして、これは道路を網の目のようにしてお

りますけど、市内特に中心部につきまして、

赤いところがかなりのひどいのろのろ運転、

オレンジのところものろのろ運転という状況

でございます。 

 交通政策課、以上でございます。 

 

○平尾都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 資料の32ページをお願いいたします。 

 熊本都市圏交通施策の取り組みについて御

説明いたします。 

 都市圏における交通施策では、公共交通や

徒歩、自転車と自動車が適切に役割を分担
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し、バランスのとれた形で共存するよう住

民、企業、交通事業者及び行政が、それぞれ

の役割と責任のもと、連携を図りながら具体

的な交通施策に取り組んでいくこととしてお

ります。 

 新たな交通施策や道路整備の計画を作成す

るため、昨年パーソントリップ調査を実施い

たしました。今後、この調査結果を分析・評

価し、平成26年度に都市交通マスタープラン

を策定する予定でございます。 

 都市計画課、以上でございます。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 引き続き、32ページをお願いいたします。 

 公共交通機関の利用促進についてでござい

ます。 

 九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を踏ま

えまして、新幹線の熊本駅、あるいは新幹線

の県内の各駅、それと阿蘇くまもと空港を高

速交通の牽引役といたしまして、交通結節拠

点となる熊本駅、阿蘇くまもと空港からのア

クセス向上と都市圏公共交通ネットワークの

整備に積極的に取り組んでまいります。それ

によりまして、自動車交通から公共交通化へ

のシフトを図ってまいるところでございま

す。 

 33ページをお願いいたします。 

 都市圏公共交通ネットワークの整備でござ

います。 

 阿蘇くまもと空港へのアクセス改善でござ

います。阿蘇くまもと空港へのアクセス改善

といたしまして、まず空港リムジンバスの利

便性向上に取り組んでおります。空港リムジ

ンバスにつきましては、公共車両優先システ

ム、これ後ほど出てまいりますけれども、Ｐ

ＴＰＳを活用した試験運行に取り組みまし

て、その結果を踏まえ、現在もこれにより運

行しているところでございます。 

 次、豊肥本線を活用しました空港ライナー

の試験運行でございます。空港アクセスの取

り組み策の一つとしまして、平成23年の10月

から、肥後大津駅との間で試験運行を引き続

き実施しているところでございます。23年10

月から25年の３月までの延べの利用者数が約

７万2,000人となっております。 

 参考までに、１日当たりの利用者数の推移

を四角の表で書いております。スタートの

月、23年10月におきましては、１日当たりの

利用者数は99人でございました。23年度の平

均が116人、24年度が138人、25年の３月にお

きましては166人となっております。１日の

最高利用者数としましては、この５月に300

人超えをしているところでございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 先ほども少し触れましたスマートエアポー

トということで、熊本市とＮＴＴとも連携い

たしまして、「スマートひかりタウン熊本」

の一環として取り組んでいる状況でございま

す。阿蘇くまもと空港国内線ターミナル、あ

るいは肥後大津駅にデジタルサイネージを設

置しまして、利用者の乗りかえ利便性の向上

に取り組んでいるところでございます。 

 また、バス路線網の再編につきましては、

熊本市における公共交通協議会というのに本

県も委員として参画しておりまして、バス路

線再編プログラムの検討、あるいはターミナ

ル機能についても検討を進めているところで

ございます。 

 今後の取り組みでございます。 

 阿蘇くまもと空港アクセス改善ということ

で、引き続きリムジンバスの利便性の向上、

さまざまな取り組みを行いたいと思います。 

 また、空港ライナーにつきましても、鉄道

沿線の企業、団体への広報活動と取り組みな

がら、アクセスの利便性を高めてまいる所存

でございます。 

 また、バスネットワークの改善につきまし

ては、阿蘇くまもと空港を核としたネットワ

ークということで、少しでもイメージ性向上
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に取り組むことができますように、さまざま

な取り組みを行いたいと思います。 

 35ページの公共交通機関の利用促進でござ

いますが、引き続き関係機関とともに、ノー

マイカー通勤運動に取り組んでまいります。 

 36ページをお願いいたします。 

 乗り継ぎ円滑化でございます。 

 ハード対策とあわせましてソフト対策とい

うのも重要視しておりまして、インターネッ

トによる検索サイト等への路線網の情報掲載

を働きかけるなど、利用環境の向上に取り組

んでいるところでございます。 

 また、ＩＣカードにつきましても、24年の

12月に、ＪＲ九州各駅に総合利用型のカード

の利用範囲が広まったところでございます

が、県内のバス事業者、あるいは熊本市電に

おきましても、ＩＣカード導入に向け具体的

な取り組みが始まったところでございます。 

 交通政策課、以上でございます。 

 

○平尾都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 引き続き、資料の36ページをお願いいたし

ます。 

 (3)パークアンドライドの利用状況でござ

います。 

 現在、熊本都市圏では、10カ所においてパ

ークアンドライドを実施しております。本年

５月末時点では、駐車可能台数547台に対し

まして契約台数は349台、稼働率は64％とな

っております。 

 資料37ページをお願いいたします。 

 パークアンドライドの利用促進に向けた取

り組みでございますが、特定規模事業者13事

業所に対する利用促進の働きかけと、従業員

に対するアンケートを、また運用中の駐車場

事業者への改善の働きかけと駐車場利用者に

対するアンケートを実施しております。 

 資料38ページをお願いいたします。 

 パークアンドライドに関する今後の取り組

みでございます。 

 稼働率が低迷している駐車場の利用促進に

向けて、平成24年度に実施いたしましたアン

ケートを分析し、問題点の整理、対策の検討

を行い、駐車場事業者へ改善の働きかけを実

施してまいります。 

 また、実施箇所の拡大を図るため、未設置

の駅、バス停における駐車場設置の可能性を

検討し、可能性があると判断された箇所にお

いては、駐車場設置に向け関係者の理解を求

めていくとともに、設置に向けた取り組みを

支援してまいります。 

 なお、ＪＲ九州グループの駅レンタカー九

州が運営しております上熊本駅ほか11カ所の

駐車場についても、４月から県のホームペー

ジ「熊本都市圏パークアンドライド駐車場マ

ップ」に追加したところでございます。 

 都市計画課は以上でございます。 

 

○松永鉄道高架推進室長 鉄道高架推進室で

ございます。 

 資料の39ページをお願いいたします。 

 交通結節拠点改善：熊本駅周辺整備でござ

います。 

 現状及び今後の取り組みでございますが、

県としましてＪＲ鹿児島本線等連続立体交差

事業に取り組んでおります。 

 (１)事業概要としまして、現在、鹿児島本

線約６キロ、豊肥本線約１キロの鉄道高架に

取り組んでおり、全体事業費は約550億円か

ら約606億円へ増額の見込みでございます。 

 事業の進捗率としましては、事業費ベース

で平成24年度末で約69％となります。 

 事業期間は、平成13年から平成30年の見込

みでございます。 

 現在、変更認可の手続を進めているところ

でございます。この変更認可の内容及び次の

(２)の工事の進捗、１ページめくっていただ

いて、40ページの今後の取り組みの(１)の工

程、これにつきましては別添資料により説明
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をさせていただきます。 

 別添資料のほうをお願いいたします。別添

資料の１ページをお願いいたします。 

 平成14年３月に、国の都市計画事業認可を

取得して事業を進めておりますが、これまで

ＪＲ九州や熊本市、鉄道・運輸機構と、工程

や全体事業費について精査・協議を行ってま

いりました。その結果、工期につきまして

は、完成予定が平成28年度から２年延長し平

成30年度となることを、昨年の９月に議会に

て報告させていただきました。 

 また、全体事業費につきましては、先ほど

申しましたとおり、平成15年度に完成しまし

た550億円から約１割増の約606億円に増額の

見込みとなりまして、これら事業計画の変更

認可手続を進めてまいりますことを、今回御

報告させていただきます。 

 事業概要につきましては、先ほど説明しま

したので省きます。 

 ２の工事状況と工程につきましては、２ペ

ージ、３ページの資料で御説明申し上げま

す。 

 Ａ３の資料の２ページをお願いいたしま

す。 

 紙面の上段は、熊本駅周辺の状況の変遷を

あらわしています。左から平成９年ころの航

空写真、真ん中が現在の状況、右が将来予想

図でございます。 

 下段は、熊本駅舎と上熊本駅舎のデザイン

イメージでございます。 

 続きまして、３ページをお願いします。そ

の裏になります。 

 紙面の上段に平面図、中段に事業進捗の模

式図、下段に工程表を示しております。 

 工程としましては、まず、紙面中段の事業

進捗の模式図の青い部分に当たりますが、平

成26年度末までに、図では左側の(1)から(2)

の鹿児島本線の北側の約４キロメートルにつ

いて上下線、加えて、図では右側(2)から(3)

の区間になりますが、熊本駅部の２キロメー

トルのうち上り線のみの高架化を完了し、こ

の区間について供用開始をいたします。 

 次に、紙面中央の右側の赤い部分に当たり

ますが、平成29年度末までに、残る熊本駅部

下り線約２キロメートルと豊肥本線約１キロ

メートルの高架化を完了し、供用開始をしま

す。 

 最後に、赤い部分の上にある紫の斜線部

分、これは新しい熊本駅舎の外壁、武者返し

と呼んでおりますが、平成30年度末までに整

備を行い、事業を完了する予定でございま

す。 

 続きまして、別添資料の１ページに戻って

いただきまして、３の事業費変更要因につい

て御説明します。 

 これまで委員会で御説明し、事業費の増額

も含めて議論していただいた平成20年９月の

熊本駅舎デザインの変更や、昨年９月の高麗

門等の熊本城に関連する埋蔵文化財保存に伴

う高架橋構造への変更に加え、今回精査によ

り平成15年度時点からの建設物価の上昇によ

る増額が、事業費の主な変更要因でございま

す。 

 続きまして、４の今後の予定でございます

が、都市計画法に基づく事業認可の変更を国

と協議中であり、協議が調い次第申請する予

定としております。 

 続きまして、本資料の40ページのほうにお

戻りください。 

 (２)予算確保のための平成24年度における

要望活動等でございます。 

 平成26年度までに多額の予算が必要な中

で、平成24年度の国の予算内示が少なかった

こともあり、予算確保に向けて国へ強く要望

活動を行っております。 

 結果、緊急経済対策に係る補正予算につい

て85億円の満額が配分され、事業計画に沿っ

た予算確保ができ、予算面からの事業のおく

れはひとまず回避できた状況でございます。 

 以上で、説明を終わります。 
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○手島道路整備課長 41ページをお願いしま

す。 

 (２)交通渋滞の解消についてでございま

す。 

 熊本都市圏においては、国道３号や国道57

号東バイパスなど、幹線道路への交通負荷の

集中が交通渋滞の主な原因となっています。

そのため、熊本都市圏中心部への交通の分散

流入を図るため、環状道路や放射道路等の骨

格幹線道路網の整備や、それに接続する都市

内道路網の整備が必要となっております。 

 42ページをお願いします。 

 (1)骨格幹線道路網等の整備として、熊本

都市圏の交通渋滞対策として、骨格幹線道路

網の整備を促進しております。国において

は、国道３号熊本北バイパス、植木バイパ

ス、熊本天草幹線道路の熊本宇土道路等の整

備を実施されております。熊本市において

は、熊本西環状線等の整備を実施されており

ます。 

 (2)交差点改良でございます。熊本都市圏

の交通渋滞対策として交差点改良を促進して

おります。現在、浄行寺交差点、妙体寺前交

差点、子飼交差点、御代志交差点及び堀川交

差点において事業を展開中でございまして、

政令市移行に伴い御代志交差点を県が行って

おりますが、それ以外は熊本市が担当してお

ります。 

 今後の取り組みとしまして、骨格幹線道路

網等の整備としまして、今後も熊本都市圏の

交通渋滞の解消に向け、国・県・市町村で連

携を図りながら、骨格となる幹線道路網やそ

れにつながる都市内道路網の整備を促進して

いきます。 

 また、交差点改良につきましては、早期の

渋滞解消に向けて現在整備中のものについ

て、引き続き事業促進を図ることとしており

ます。 

 以上でございます。 

 

○安武交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 続きまして、42ページ(3)の信号機の運用

改善等について御説明いたします。 

 道路の新設や改良にあわせまして、県警と

しましては、より一層の渋滞緩和と通過交通

の安全性の確保のために、右折車両がたまっ

て交通流を阻害しないように、信号機の右折

感応化や右折矢印など交通量に応じて現示を

ふやし、交通流の正常化を図る信号機の多現

示化などの運用改善に努めているところでご

ざいます。 

 また、路面電車や路線バスの進行方向の信

号機を優先的に制御する公共車両優先システ

ムを導入し、公共交通のよりスムーズな運行

も図っております。 

 このほか、今後とも必要な交通情報板や旅

行時間計測端末装置の整備を推進し、交通環

境の変革に応じた最適な信号制御となるよ

う、信号機の弾力的な運用の改善を図ってま

いります。 

 次に、新交通管理システムの拡充の進展で

ございます。 

 資料の43ページをお願いいたします。 

 本県の新交通管理システムにつきまして

は、ドライバーに対して必要な情報をリアル

タイムに提供することにより、交通流を積極

的に管理していくシステムで、高度交通管制

システムを中核として運営しており、サブシ

ステムとしましては、交通情報提供システ

ム、公共車両優先システムなどの導入を進め

ているところです。 

 (1)の交通情報提供システムにつきまして

は、交通情報板等による交通情報提供に加え

まして、個々のドライバーに、渋滞情報や旅

行時間情報など必要な交通情報をカーナビ等

を通じて提供するシステムで、平成12年４月

から運用を行っております。 

 (2)の公共車両優先システムは、先ほど信
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号機の運用改善等で説明しましたが、公共車

両の定時性の確保と利便性の向上のほかに、

マイカーから公共交通機関への利用転換を図

ることを目的としたシステムです。これは、

路線バスや路面電車の通過情報を光ビーコン

で収集いたしまして、進行方向の信号機を優

先制御するというもので、県警では路線バス

と路面電車に導入しております。 

 そのうちの路線バス優先システムは、平成

14年から３カ年をかけて、主要地方道熊本高

森線、国道３号など３区間14.5キロメートル

を設置し、路線バスの円滑な運行を図ってい

くものでございます。 

 また、路面電車優先システムについては、

平成23年に、熊本駅前電停と辛島町電停間、

上熊本駅電停と辛島町電停間の２区間で運用

開始、路面電車の定時制を確保しているとこ

ろでございます。 

 今後の取り組みといたしましては、交通情

報提供システムのさらなる整備拡充を図り、

きめ細かな情報を提供することにより交通流

の自立的な分散を促すなど、今後とも安全で

快適な交通環境の整備に努めてまいる所存で

ございます。 

 県交通規制課からは以上です。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 九州新幹線を活用した地域振興に関する件

でございます。 

 まず、九州新幹線の運行状況でございま

す。九州新幹線の熊本駅停車は133本、熊本

－新大阪間、片道１時間当たり４本程度の運

行となっております。 

 また、九州新幹線の利用状況でございま

す。開業２年目の平成24年度におきまして

は、７月の大水害の影響等あったものの、秋

以降徐々に回復いたしまして、開業１年目と

同程度、対前年比１％増の利用状況となって

おります。 

 45ページをお願いいたします。 

 上の表が、前年と比較した区間ごとの利用

状況でございます。上の欄が博多－熊本区

間、下の欄が熊本－鹿児島中央の区間でござ

います。 

 開業２年目につきましては、トータル909

万人の利用、１日当たり２万4,900人の利用

となっております。また、鹿児島中央間につ

きましては、若干減少している状況でござい

ます。 

 交通政策課、以上でございます。 

 

○吉田地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 46ページをお願いいたします。 

 ２番の、九州新幹線を活用した熊本づくり

及び観光振興等でございます。 

 九州新幹線の全線開業を、熊本の地域振興

や観光振興の発射台と捉え、県民、各機関や

団体及び県・市町村が一体となって推進を図

ってまいりました。 

 これまで新幹線くまもと創りにおきまして

は、それぞれの地域の人と人をつなぎ、地域

の資源や特性といった魅力を磨き上げる取り

組みを、県民、地域が主役となって進めてき

たところでございます。新幹線開業効果を最

大化して熊本へのリピーターを拡大していく

ため、今後もこれまで以上に継承・発展させ

てまいります。 

 以上でございます。 

 

○成尾くまもとブランド推進課長 同じく資

料46ページをお願いいたします。 

 くまもとプロモーションの推進及び観光キ

ャンペーン等の展開についてでございます。

 まず、くまもとプロモーションの推進につ

いてですが、これまで進めてまいりました関

西・中国・福岡地域に加えまして、本年度か

らマスコミが集中し波及効果が高い首都圏を
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含めまして、「くまモン」を活用したくまも

とプロモーションを一体的に展開し、各地域

における「くまもと」の存在感を高めること

で、県が進めておりますさまざまな取り組み

の訴求力を高めることとしております。 

 次、47ページ以降でございますが、これま

での主な取り組み内容と平成25年度の取り組

みについてでございますが、本日は本年度の

取り組みから２点御説明をしたいと思いま

す。資料の52ページをお願いいたします。 

 まず、①でございますが、「くまモンのブ

ランド価値の向上」のため、新たにヨーロッ

パプロモーションといたしまして、７月上旬

パリで開催されますジャパンエキスポへの出

展などを行うこととしているところでござい

ます。 

 次に、53ページでございますが、「くまモ

ンと熊本の関連性強化」の中で、中ほどでご

ざいますが、観光物産交流スクエアの整備の

ところでございます。７月下旬をめどといた

しまして、水道町交差点、テトリアくまもと

ビル１階にございます観光物産交流スクエア

を、今回新たに「くまモンスクエア」として

リニューアルオープンいたしまして、新たな

観光スポットといたしまして、「くまモン」

を活用した観光物産等に係ります情報発信な

どを行うことで、県内外、海外から多くのお

客様をお迎えしたいというふうに考えている

ところでございます。 

 「くまモンスクエア」につきましては、グ

ランドオープンを７月の24日に予定しており

ますが、その前日の23日、内覧会を開催した

いと考えているところでございまして、後日

内覧会の御案内を委員各位には送らせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上でございます。 

 

○渡辺観光課長 観光課でございます。 

 観光キャンペーン等の展開につきまして、

御説明させていただきます。 

 資料55ページをお願いいたします。 

 平成24年度の主な取り組み内容について御

説明いたします。 

 まず、③でございます。大河ドラマ「平清

盛」にあわせ、五木・五家荘地域を中心に、

平家落人伝説をテーマにした観光キャンペー

ン「平家遺産をめぐる旅」を展開いたしまし

た。 

 56ページをお願いいたします。 

 ④でございますが、昨年夏の熊本広域大水

害による風評被害を払拭するため、大都市圏

を中心に「阿蘇は元気です！熊本は元気で

す！キャンペーン」を展開いたしました。災

害直後の７月は、対前年比８割減という地域

もございましたけども、まあ波野地区なんで

すが、昨年12月ごろから災害前の状況に戻り

つつあります。 

 57ページをお願いいたします。 

 ⑤でございますが、昨年10月からことし３

月にかけまして、ＪＲ西日本、ＪＲ九州とタ

イアップいたしまして、「期待を超えるぞ！

くまもっと県。キャンペーン」を展開いたし

ました。旅行会社と連携をいたしながら、観

光客誘致に努めました。 

 飛びますけど、59ページをお願いいたしま

す。 

 ⑥でございますが、観光広報宣伝活動の一

環といたしまして、全国のＪＲの駅1,290カ

所に５種類のポスターを掲示しました。ま

た、追加で７種類のポスター作成し、現在合

わせて12種類のポスターを、道の駅や観光施

設等に掲示いたしております。 

 少し飛びますけども、62ページをお願いい

たします。 

 ⑪でございますが、熊本県議会の観光物産

振興議員連盟の皆様方と連携をいたしなが

ら、宮崎、鹿児島、長崎、大分と連携した誘

客活動を展開しております。 

 64ページをお願いします。 
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 続きまして、平成25年度の取り組みについ

て、主なものを御説明いたします。 

 ①でございますが、九州新幹線を利用して

こられます観光客の多くが、シニア層や団塊

世代であるということから、現在、同世代の

ニーズに即応したキャンペーン、リメンバー

九州キャンペーンを展開いたしております。

このキャンペーンは、ＪＲ西日本、ＪＲ九

州、大分、長崎、宮崎、鹿児島４県と共同で

実施いたしております。 

 また、②でございますが、ＪＲ西日本との

タイアップにより、人気アニメ「名探偵コナ

ン」を核にした「熊本・阿蘇ミステリーツア

ー」を実施しております。 

 65ページをお願いします。 

 ③でございますが、来月中旬から夏休みの

ファミリー層を誘客するために、仮称でござ

いますが、「くまもとファミキャン」、ファミ

リーキャンペーンを展開することとしており

ます。このキャンペーンでは、「くまモン」

を核に、九州内外にさまざまなプロモーショ

ン活動を展開する予定でございます。 

 最後に、66ページでございます。 

 最近の観光動向についてでございます。本

県が実施いたしました宿泊動向調査によりま

すと、平成25年１月から３月の本県の延べ宿

泊者数は、全体で前年同期比102％となりま

した。国内の宿泊客数は、前年同期比96.6％

でございます。平成24年７月の熊本広域大水

害の影響等により、阿蘇地域を中心に宿泊客

数が減少いたしましたが、今年度は回復傾向

にございます。海外からの宿泊者数は、前年

同期比134.2％となりました。 

 東日本大震災に伴う原発事故の影響によ

り、平成23年は大きく落ち込みましたけど

も、平成24年は東アジアを中心として順調に

回復し、25年も回復基調が続いております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたので、質疑に入ります。委

員各位から何か質疑はありませんか。 

 

○鎌田聡委員 ＪＲの鹿児島本線の連続立体

交差事業について今御説明がございまして、

２年間延長したということで、昨年夏に埋蔵

文化財の関係でということで報告がありまし

て、そのときにも事業費が少し増額されるだ

ろうというお話はありましたけども、ちょっ

と埋蔵文化財の関係で、橋脚を広げて、間隔

を広げて、足の数が減るのに何で高くなるの

かと私はちょっと疑問に思っておりますけど

も、その分上の強度を強くしなければならな

いということのお話でしたからそうだと思い

ますが、今回、額が50億円ぐらいということ

で出ておりますが、事業費変更要因で、高架

橋鋼材の変更と建設物価上昇という理由はわ

かりますけど、熊本駅舎のデザインも変える

ことになったんでしょうか。この分の増額、

これちょっと初めて聞いたような気がしま

す。 

 

○松永鉄道高架推室長 鉄道高架推進室で

す。 

 これにつきましては、過去に、平成20年度

とか22年度に議会のほうでも、安藤忠雄先生

のデザインに変えるということで、それに伴

って事業費が増加するということで、御報告

を既に終わっておる部分ではございますけ

ど。 

 

○鎌田聡委員 済みません。それは以前の話

で、たしか当初が30億ぐらいなるのは少し高

過ぎるんじゃないということで、圧縮して何

億かにして、その分は550億に入っていた話

じゃないんですか。 

 

○松永鉄道高架推進室長 それはまだ550億

のほうに入っていないものでございました。 
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○鎌田聡委員 済みません。では、熊本駅

舎、結局デザイン料で幾らになるんですか。 

 

○松永鉄道高架推進室長 デザイン料という

か、デザインの変更に伴って使う材料とか、

駅舎の上に、ホームにかける屋根の面積と

か、そういったものが変更になりまして、そ

れで金額が高くなっております。 

 

○鎌田聡委員 幾らですか。 

 

○松永鉄道高架推進室長 約18億高くなって

おります。 

 

○鎌田聡委員 駅舎の議論をしたのは３年か

４年ぐらい前だったと思うんです。そのとき

に事業費が確定していたと思うんですけど

も、そのときに入ってなかったんですか、今

入れられたというのは。 

 

○松永鉄道高架推進室長 まだそのときは大

体の、概略の計算でやっておりまして、今Ｊ

Ｒのほうで検討する中で、金額がある程度固

まってきたということで今回御報告というこ

とになって、全体事業費の中で報告させてい

ただいております。 

 

○鎌田聡委員 そういうことで、入っている

ということであればそうなんですけども、事

業費がある程度あのときの時点で確定して、

今回の事業費変更要因というのは、あくまで

も埋蔵文化財の関係で、２年間工事が後ろに

なることによる事業費変更というふうに理解

をしておりましたので、少しその説明ちょっ

とおかしいと思いますけれども。 

 では、これの変更がなければ、駅舎のデザ

イン変更の部分という事業費変更は、いつ説

明する予定だったんですか。 

 

○松永鉄道高架推進室長 駅舎のデザイン変

更につきましては、これまでもずっと説明は

議会のほうでもしております。ただ、全体の

事業費というのが、いろんな要因がございま

して、今回、大方大きな要因のものが出そろ

ったということで、全体事業費を、認可上見

直すということで、あわせて御報告させてい

ただいたところです。 

 

○鎌田聡委員 理解はできませんけれども、

大体駅舎のデザインが変わった時点でという

のはかなり以前の話でしたので、その時点で

大体事業費が、今で18億という話があれば、

18億ということが、どこかの時点で事業費と

して確定されているというふうに私たちは理

解をしております――私だけかもしれません

けれども、理解しておりましたので、今回そ

の分がまた含まれた上で変わってきたという

ふうに、新たに何かデザイン変更があったふ

うにとられてしまいますので、ちょっと今回

のこういった一緒にした説明というのはどう

かと思いますので、駅舎は駅舎部分で幾らで

すよという話は、説明として、していただき

たかったなと思います。 

 以上です。 

 

○松永鉄道高架推進室長 駅舎部分につきま

しては、当時、22年に約23億ということで御

説明をしておりまして、それにつきましてそ

の増額分ということが18億円、実際今若干変

動がございまして、駅舎全体で24億というふ

うに今なっておりますが、そういった状況で

ございます。 

 

○小早川宗弘委員長 その辺の資料というの

は、全部きちっとした資料のごたっとはそろ

えることはできますか、予算の変更の推移と

いうか、経緯というか、そこはそれぞれの委

員にそういう御指摘があっておりますので、

後からでも資料をいただきたいというふうに

思います。 
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○鎌田聡委員 いいですか、最後に。あのと

き、たしか30億で高いという議論になったと

思うんですが、結局24億なんですね。 

 

○松永鉄道高架推進室長 30億で高いという

ことで、それで知事のほうから20億というお

話がありまして、その後もう一回精査する中

で、23億ということをトップ会議の中で御報

告したところでございます。 

 

○鎌田聡委員 24億と数字が出たと思うんで

すけど。 

 

○松永鉄道高架推進室長 これは再度、今回

いろいろなデータというのが精度が上がって

きまして、計算したところ24億という数字に

なっております。 

 

○鎌田聡委員 ですから、どんどん上がって

いくんですね。この24億でもう確定ですか。 

 

○松永鉄道高架推進室長 今のところ、大き

く変わることはないと私たちは考えておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 今のところなんですね。――

いいです。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。

ほかに……。 

 

○平野みどり委員 18ページの空港の今後の

取り組みということでありますが、ＬＣＣの

ことが出ていますね。既存の航空会社と同様

に誘致活動に取り組んでいくということです

ので、ＬＣＣが熊本に乗り入れるということ

になっていくわけですけれども、ＬＣＣに搭

乗して、既存の航空会社では当然対応ができ

ていた車いすですとか、電動車いすの方たち

とか、障害を持った方たちへの対応が非常に

悪いということで、当事者団体のほうからも

ＬＣＣのほうに、問題改善に取り組むように

ということで申し入れとかしてあるんです。 

 国交省のほうでも、ＬＣＣに対してきちん

と対応するようにというふうに言ってあると

思うんですが、熊本空港に今乗り入れるとい

うことになったときに、ＬＣＣというのは格

安ということですから、人件費も含めてサー

ビスが一定の航空会社よりも低いけれども安

く飛べるということですので、そういう形で

しわ寄せが来ないようにしてほしいんですけ

れど、そこ辺はどういうふうに御認識されて

いますか。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今御指摘ありましたように、私どもとしま

しては、通常のいわゆるレガシーキャリアと

いう言い方しますけど、通常のエアラインと

同様、ＬＣＣに対しても働きかけはしており

ます。これは、そのことによりまして、多く

の路線とあとは増便等によって利用者の選択

肢をふやすこということが、まずねらいでご

ざいます。 

 今御指摘がありました点につきましては、

私ども認識いたしております。既存のレガシ

ーキャリアに対してもあわせて利用環境が整

うように、増便あるいは料金の値下げ等、そ

ういう働きかけもあわせてしているところで

ございますので、利用者の皆様であとは選択

していただける環境を整えると、そういう観

点で取り組ませていただいております。 

 以上でございます。 

 

○平野みどり委員 利用環境ということで、

高齢者の方たちも旅行いっぱいされますし、

最低限の対応というか不都合が、今までに既

存の航空会社が十分丁寧にやっていただいて

いるので、それが下がるようなことがないよ
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うにしていただくようにお願いします。 

 

○小早川宗弘委員長 よろしいですか。ほか

に……。 

 

○東充美委員 委員長、１点よかですか。 

 28ページなんですけど、空港周辺の航空機

騒音監視体制についてですけど、これ昔から

の何ですか、夜間貨物のときから航空機の監

視体制が、どうしても場所的に固定局はおか

しいということでこうなっているんですけど

も、この移動観測局というのは今１局だけで

すか。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 移動観測局といいますのは、これは車によ

って観測する機材でございまして、１台１局

分でございます。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 だから、移動観測というの

は、どういうルートといいますか、同じルー

トを回っているんですか。それとも毎日じゃ

なくて、午前とか午後とか夜間とか、どうい

う観測体制をやっているのか。 

 

○中川交通政策課長 移動観測につきまして

は、残りの観測ポイントが定点観測でござい

ます。この定点観測ではなかなか拾えないよ

うな飛行ルートの変更等ある場合、そういっ

たとき、あるいは既存の定点観測のところで

観測体制に不具合があるようなときに駆けつ

けていくと、そのような状況だと聞いており

ます。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 何といいますか、ナンバー①

から⑪までありますけど、移設というのがあ

りますけど、これはもともとのあった場所か

らどうしても騒音のあれが、何といいますか

測定値といいますか、これがおかしいという

から移設という形。新設とは違うんですか、

移設と新設と書いておりますけど。移設と

は、どうしてもやっぱりその場ではだめだと

いうところで、別な場所に移設というか。 

 

○中川交通政策課長 ただいま御指摘があり

ました移設につきましては、もともと従来の

役場等で引き続き観測することが困難な物理

的な事情等発生したために、その近所で新た

な固定観測局を地元に探してもらって移設し

ていくもの等でございます。 

 

○東充美委員 ということは、新設は国とか

県とか町とか書いてありますけど、それぞれ

の費用は全然ばらばらで新設はしているんで

すか、移設は別ですけど。 

 

○中川交通政策課長 それぞれケース・バ

イ・ケースで対応させていただいておりま

す。 

 

○東充美委員 ということは、あるんです

か。新たな移設、新設の場所ですので、従来

と変わったというか、騒音体制が強くなった

ということなんですけども、今現在いろんな

苦情等は出てないか、その辺をちょっと…

…。 

 

○中川交通政策課長 毎年２回、地元の自治

体のメンバーの方も踏まえて、利用促進協議

会、周辺環境整備協会を開催しておりまし

て、その中でさまざまな意見をいただいてお

ります。 

 騒音等の苦情等は、引き続き現在もござい

ます。それは事実としてございます。ただ、

それにつきましては、定期旅客機の騒音の苦

情といいますよりも、近辺にあります自衛隊

のヘリコプターの騒音の苦情が結構ございま
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す。ただ、それにつきましても、事前に訓練

状況等につきまして、役場等を通じてお知ら

せをいただけるということであったら、それ

はそれで耐え得る。事前にきちんと告知をし

ておいていただきたいというのが、今の周辺

住民の方の主な意見でございます。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 自衛隊の騒音もあるわけです

ね。それはそれなりに、では告知といいます

か、自衛隊のほうからこういう訓練がありま

すよとか、そういうのもあるんですか。 

 

○中川交通政策課長 訓練等につきまして

は、事前にＣＡＢ――航空局等を通じまし

て、役場等に報告するような連絡体制ができ

ております。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員 以上です。 

 

○早田順一委員 ブランド推進課にお尋ねを

いたします。 

 今「くまモン」が本当にびっくりするぐら

い人気が出て、海外にも進出をされて頑張っ

ておられますけども、ブランド推進課の皆さ

んにおかれては、本当に毎日大変な作業をさ

れているんだろうというふうに思っておりま

す。 

 その中で、「くまモン」のキャラクターの

申請、これが私のところにもいろいろ苦情が

来ておりまして、うれしい悲鳴だろうという

ふうには思うんですけども、ホームページを

見ると、２カ月ぐらい待ってくださいという

ふうに、早目の申請をしなさいというふうに

は書いてあります。けども、それでももうち

ょっと早くならないかという話ですね。 

 それから、県内の企業さんが、どうも県外

のほうを回って、県内の企業を優先してもら

えないかという話もございます。実際その辺

はどうかわかりませんけども、今ブランド推

進課の中で、何人体制で、受付とかこういう

のをさばかれているんでしょうか。 

 

○成尾くまもとブランド推進課長 お尋ねの

件でございますけれども、まず私ども職員１

名が、利用許諾の担当というふうなことでご

ざいます。それから、いわゆる緊急雇用で３

名の職員を張りつけているところでございま

す。ただ、正直、この人数で賄えておりませ

んので、職員につきましては、ほかの職員も

電話相談等について対応させていただいてお

りますし、嘱託の方におきましても、入力業

務等につきまして１名、合間を縫って作業を

していただいているところでございます。 

 それで、実態といたしまして、直近の５月

でございますけれども、県内外からの利用許

諾の受け付け件数が１カ月で750件ございま

した。それで、実はその月の私ども利用許諾

の数でございますけれども、３月から滞って

いる部分も含めまして、大体330件ぐらいし

か処理できていないような状況でございま

す。ですから、おおむね半分が持ち越しと、

さらに６月も同じような数字になってくるの

かなということで、本当に皆様には大変御迷

惑をおかけしているところでございます。 

 それで、実は、労働雇用課のほうにも相談

いたしまして、緊急雇用の職員を、今回新た

に追加で３人雇うだけの予算のほうを確保さ

せていただきまして、速やかに今後その採

用、処理から利用許諾業務に携わるというふ

うなことで、お願いしたいと思っておりま

す。 

 少なくとも昨年の例を見ますと、８月がや

っぱり企業のほうもお休みで、利用許諾の申

請が落ち込んでおりましたので、８月にはこ

れまで滞っている部分も含めまして、できる

だけ速やかに処理をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 また、あわせまして、県外と県内につきま
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しては、もちろん「くまモン」というのは県

民の皆さんの財産ということでございますの

で、できるだけ県内の事業者の皆さん――県

内ばかりというわけにはなかなかいけない事

情もございますので、県内の事業者の皆様に

つきましては、早目にお出しするように私ど

もも努力しているところでございます。本当

に御迷惑をおかけしております。 

 

○早田順一委員 対策として、緊急雇用で３

人プラス採用されるということでございます

けれども、今話を聞くと、担当の方が忙しい

と、そのほかの職員の人たちもお手伝いをさ

れているということで、実際県の職員の方の

仕事として、「くまモン」の利用許諾でいい

の悪いのと、例えば「くまモン」の目の色が

違うやら、つり上がっているやら、そういう

一つ一つ細かいことをされるのはどうかなと

いう思いがするんです。 

 できれば、県の職員さんで対応するのじゃ

なくて、やっぱり外部に委託してでも、ある

程度基準を決めてそちらに任せられたほう

が、職員の人たちもそっちに気をとられず

に、本来の「くまモン」を利用しての宣伝・

ＰＲ、そういうのに力が注がれると思うんで

す。だから、そういったものをぜひやっぱり

検討していただいたほうが、ブランド推進課

というか、県のためにもなるんじゃないかな

と思っておりますので、御検討いただければ

と思います。 

 

○成尾くまもとブランド推進課長 ありがと

うございます。委員がおっしゃいますよう

に、私どもも積極的に「くまモン」を使いま

してプロモーション、今後海外もという話に

なってくるとどうしても手薄になってしまい

ますし、非常にさまざまなコラボにつきまし

て、いい企画につきましても、私どもはなか

なかすべて対応できない状況もございますの

で、委員が今おっしゃっていただきましたよ

うなことも含めまして、今後利用させていた

だきたいというふうに考えております。あり

がとうございます。 

 

○小早川宗弘委員長 よろしいですか。ほか

に……。 

 

○城下広作委員 私は、要望みたいな感じで

ございます。高規格幹線道路、地域高規格道

路、熊本県にはたくさん重要な道路がありま

して、中九州横断道路、九州横断自動車道延

岡線、また熊本天草幹線道路、南九州西回り

自動車道と、また熊本市内では熊本環状線道

路と、大変重要な道路ばかりだと思います。 

 大変頑張っていただいて、少しずつ予算も

ついて、兆しが見えてきておりますけれど

も、やはり早く目的のとおり貫通することが

一番効果を発揮すると思いますので、今まで

以上に頑張っていただいて、できるだけ早く

本当にこれが実現するような形。 

 特に、他県と連結するような道路、例えば

大分側はかなり進んでいる、だから熊本側が

おくれているという批判もよく聞きますし、

宮崎県のほうも熱心に取り組まれているけ

ど、熊本がなかなか遅かったという話もあり

ますし、特に横軸の道路については、九州全

体の流れ、また熊本が九州の真ん中というこ

とであれば、積極的にこちら側のほうが頑張

ることが、ある意味では九州全体の交通網も

体制の確立ができるという分もございますの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 また、天草幹線道路にしても、観光の部分

とまた小さな、ある意味では人口も減少する

地域ですけども、しっかりと、こういう地域

に大きな道路をちゃんとしつけることによっ

て、あるいは利便性があってまた人が戻ると

いうようなことにもつながるでしょうし、い

ろんな意味で南九州自動車道も同じでござい

ます。 

 そういう意味で、今までも頑張っていただ
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いており、さらにまた頑張っていただくよう

にというような形で、これは要望でございま

す。 

 それと、１点ですけども、熊本駅に私もよ

く新幹線を利用して車をとめるんですけど

も、駐車場が結構満杯でとめられませんとい

うＪＲの駐車事情、これがあるんですけど、

私はもともと会合するときに、駐車場は大丈

夫ですかということを過去に議会でも質問し

たことがございます。現実に、よく満車で入

れないと、結果的に思っていた時間帯への部

門をずらしていかなきゃいけないというふう

なことも経験したことがあります。 

 その駐車場の、ＪＲのあすこの駐車場なん

ですけども、足らないとかという話は、意外

と要望とかはないんでしょうか。そこだけち

ょっと答弁していただければと思います。 

 

○松永鉄道高架推進室長 そういう話はまだ

お聞きしておりません。 

 

○城下広作委員 それは、多分誰に言うてい

いかわかぬから言うとらぬだけだと。現に、

私は何回もそうやって満車で、待っとってく

ださいということで、ぎりぎり行く私が悪い

んでしょうけれども、（笑声）駐車場にとめ

られないというふうな形で、民間のほうも当

然詰まっているから、恐らくそういうふうに

思っている人がいるんじゃないかな、たまた

ま私がふの悪かったかもしれませんけど。そ

れはよく調べられたほうがいいんじゃないか

というふうに思います。 

 

○松永鉄道高架推進室長 ちょっとＪＲのほ

うに、その旨確認してみます。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○堤泰宏委員 27ページ、大空港構想、それ

から44ページの九州新幹線を活用した地域振

興に関する件、これは大きなあれですけど

も、大津駅か光の森駅か、ああいうところだ

ったと思うんです、小林理事があちこちから

……。あの話が、以前は250億ぐらいの概算

もされたと思いますので、県としても全然興

味がなかったわけじゃないと思いますが、最

近話を全く聞きません。 

 今、この大空港構想、新幹線の利用という

ことになりますと、一番いいのはあの話を復

活して、もう一回やっていただくのが大きな

命題といいますか、これに匹敵するような気

がいたしますので、どなたかちょっとお答え

をいただきたいと思います。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今、委員御指摘にございましたＪＲ豊肥本

線から阿蘇くまもと空港まで、空港アクセス

の改善のための鉄軌道をつなぐという構想、

しっかりと検討させていただいておりまし

た。ただ、御指摘ございましたように、新幹

線の開業の時期が間近に迫る中にあっても、

あれだけの約200億という事業を取り込むこ

とが、今の県の財政上なかなか厳しいという

点もございまして、そこを一旦検討を凍結さ

せていただきまして、そのかわりということ

でございますが、鉄軌道を使ったネットワー

クという重要性にかんがみまして、現在は肥

後大津駅と空港の間をライナーという方式で

走らせていただいております。 

 そこの新たなアクセスの人の流れというの

が、既に委員御指摘の新たな鉄軌道のネット

ワークの一つ前提にございます。そこのライ

ンで、人の流れが大きくできてまいる、それ

ともう一つ、空港自体の利用者数が大きく伸

びてくると、その前提になりましたならば、

委員御指摘の空港を鉄軌道でつなぐという話

も、検討の余地が出てまいるということもご

ざいますが、現時点まだ300万の目標を見据

えている状況でございましては、鉄軌道の利
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用はなかなか採算性が合わないということ

で、現時点では凍結のままという状況でござ

います。 

 以上でございます。 

 

○堤泰宏委員 構想が大きいじゃないです

か、大空港構想それから新幹線ですね。で

も、これはいいことと思うです。ですから、

大きい構想を持っておられるのであれば、や

はり前向きに利用客数とかお金のことだけを

考えないで、まず構想を進めると。最初興味

があったわけですから、全く無用なものじゃ

ないと思うですね、鉄道といいますかね。今

あっとるのは知っています、タクシーとかい

ろいろ利用して。でも、あれじゃちょっと大

空港構想とはほど遠いような気がします。 

 それで、これは要らぬことでありますが、

今駅舎の話等も出ておりました。駅舎は必要

と思うですけども24億ですかね、最初は30

億、鉄道を引けば200億と今おっしゃったと

思うですが、お金は探せばあるような気がす

るんです。 

 これは要らぬことですが、私は阿蘇ですか

ら、産山に大蘇ダムというのがあります。こ

れは最初130億の予算で着工した。今、700億

打ち込んでもまだ水がとまらないと。あとさ

らに数百億、150億とか言うですけど、これ

はおさまらぬ。数百億打ち込んで、水がとま

らない大蘇ダムの改良工事をしようという計

画もあるわけですね。 

 これは国がやりますから県の負担は余りな

いと思いますけども、探せば金があるような

気がしますので、大空港構想と大新幹線の利

用・活用ですね、これを結びつけてもう一回

復活して、200億が150億になるかもしれぬ

し、またやってみれば波及効果というのが出

ると思うんです、鉄道沿線の開発なんかもや

ればですよ。 

 ちょっと長くなって済みません。俵山トン

ネルができました。あれは予想外の大効果が

出ています。ただ、交通のことだけを考えて

トンネル掘ったと思うですけど、旧久木野

村、それから西原はそうですけど、人口がふ

えるんですね、トンネルを掘っただけで。こ

れは予想外の大効果です。南阿蘇村は、久木

野、長陽、白水、３つが合併しましたけど

も、この南阿蘇村は人口がふえとるんです。

トンネル一つの効果です。ですから、私はや

ってみるべきであると思います。前向きに検

討してみてください。答えは要らぬです。 

 それから、一つちょっとよかですか。１ペ

ージと６ページ。城下委員から御指摘があり

ました。お話がありました。私も全く同感

で、やはり未整備のところがなかなか進まな

い。それで、どこを優先的にしなきゃいかぬ

とか、それはわかりませんけども、やっぱり

重点地区を決めて、これは早くやるところは

早くやると、そういうふうなのをもう一回検

証してもらいたいと思います。 

 あと、なかなか国の財政も先がよく見えま

せんので、絶対これは必要であるというとこ

ろは、県、国しっかり話し合いをされて、ま

ず重点的にどことどこをやるかを決めるよう

な時期に来とるような気がします。 

 これは先はわからぬですよ。ああた、公務

員の給料でも削減せなんような逼迫した状態

で、平成30年度、平成40年度の事業計画なん

かいうても私は不透明であると思いますか

ら、重点地区を決めてぜひやっていただきた

いと思います。 

 

○手島道路整備課長 確かに国の予算も限ら

れている中で、重点的に投資するというのは

大事なことだと考えております。ただ、私ど

もの県としては、今回申し上げているような

道路についてはぜひとも必要だと考えておる

もんで、あとは九州の中で、国の予算が今東

九州にいっぱい行っておりますので、これが

熊本のほうに来るような努力をして、ぜひと

も全てをつくり上げたいと考えておるところ
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でございます。 

 

○堤泰宏委員 それは当然、全部つくり上げ

にゃいかぬですよ。だから、その中でも重点

地区を決めたらいかがですかと。 

 

○手島道路整備課長 あえて言えば、やっぱ

りやっているところをまず終わっていくこと

だと思います。ただ、私どもとしては全てと

いうことで言わせていただきます。済みませ

ん。 

 

○堤泰宏委員 終わりです。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○荒木章博委員 済みません、ちょっとおく

れてきて。 

 今の飛行機の利用状況、中川課長大変御努

力されて……。今パッケージ見ますと、東京

から熊本に来るパックの料金と、熊本から東

京に行くパックの料金というのは、１人当た

り２万ぐらい違う。もちろん、東京から来て

東京に帰る、その料金と、熊本から東京に帰

る往復の料金、宿泊含めたのが何でこんなに

違うんだろうか。 

 やっぱり熊本県民は利用して、もちろん東

京におる熊本県民も、出身者も利用するわけ

だけれども、かなり格差がある。こういうこ

とについては、どんな対策を課長あたりは、

旅行会社とか例えば航空会社とかと、そうい

うところとの状況、疑問に感じるんですけ

ど、その点についてちょっとお尋ねしたい。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今委員御指摘の、首都圏などから地方へ行

く場合、あるいはその逆で、地方から首都圏

等に行く場合の料金格差があるのは承知して

おります。これにつきましては少し推測の域

を出ないんですけれども、旅行事業者と航空

事業者の民間同士の関係といいますか、それ

が背景にあると思っております。座席をどれ

だけ売ることができるか、そういうのが背景

にあると思っております。 

 私どもとしましては、先ほど平野委員の御

指摘にも説明させていただきましたように、

県民の皆様が少しでも使いやすいような環境

を整えるために、路線の振興あるいは便数の

増、時間帯の変更等も含めて、あらゆる角度

から利便性向上に取り組みまして、当然御指

摘の料金面につきましても、これは厳しい状

況に航空事業者等置かれてはおりますけど

も、利用がしやすいように、できるだけ安く

なるようにという働きかけはしております。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 いえ、私は働きかけをして

いないと言っているんじゃなくて、県の今職

員の航空上京金は３億以上ですかね、３億か

ら５億ぐらいになりますでしょう、そのくら

いになるですね。そういったことも考えれ

ば、１億ぐらい浮くわけです、こういう状況

にしても。ですから、そういったところの観

光客を誘致するのであれば、誘致する、また

熊本から出ていく、やっぱり県民のために少

しなれるように、今後小林局長あたりもお力

をいただければなというふうに思っておりま

す。 

 引き続きもう一点。これは土木部に要望な

んですけど、ここに、39ページにもあります

けど、立体交差事業というのは、私、地元熊

本駅とずっと交流をやっていますけど、そう

いった中で隣接する道路、取りつけの道路あ

たり、そこあたりの――実際今は管理が、管

理というが管轄が熊本市になっているもんだ

から、これはぜひ熊本市あたりにも、新町戸

坂線も含めて、今後そういうところに話し合

いをもう一回、市に渡したから、市の管理だ
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から県は今のところ関係ない、口出しができ

ないのではなくて、今までの利用状況も含め

て――やっぱり今とまってしまっているよう

な状況ですね、打ち上げたのは熊本県が打ち

上げても、市のほうが途中でとまってしま

う。そういうところを積極的にやっていただ

きたいと思うんですけど、いかがでしょう

か。 

 

○船原土木部長 熊本市の幹部の皆さんとも

そのことについて、やっぱり連携をとったと

ころでやっていかぬとできていけませんの

で、近々そういう会合もやろうかというふう

に計画はしております。その中で円滑に進む

ようにと、こんなところでのお話はしたいと

いうふうに思っております。 

 

○荒木章博委員 もう一つ含めて。近々やら

れるということで、熊本市が政令都市になっ

たということで管轄が違ってきますけれど

も、やっぱり今までの事業主体の熊本県がい

ろんなアドバイスをする、そういう機会をつ

くるということでしたので、ぜひ今後ともよ

ろしくお願いをしたいと思っております。 

 最後にもう一点だけ。一番後ろのほうに

は、観光誘致とかいろんな国際線含めて、全

体的な、グローバル的にやっていかなければ

いけない、課全体で取り組んでいかにゃいけ

ぬ問題がありますけども、当面する９月の７

日に、日本国が大事な決定を受けます。８日

の日は種目ですけど、７日の日は、オリンピ

ックというイスタンブールと最後の争いをし

て、日本が非常に有力だというふうに聞いて

おります。 

 こういったときに、日本が決定しますと、

７年後であっても日本に視察にいきたい、世

界各国から競技団体含めて、その地域の例え

ば温泉施設とか、保養所とか、そのグラウン

ドとか、そういう施設、体育館とか、そうい

う設備を見にくるだろうと思います。そうな

りますと、彼たちは日本と違ってやっぱり５

年、10年計画で戦いに臨んできますので、そ

ういうところに、熊本にはそれだけの秘密練

習ができるパークドームとか、そしてＫＫＷ

ＩＮＧとか、いろんな施設が熊本にはありま

す。 

 そういったところを活用して、今度はオリ

ンピックに向けた対策、キャンプ地、それを

世界に発信できる大事な時期だと思いますの

で、これはもちろん議会もそうですけれど

も、関係課一緒になって将来――実際熊本は

ベルギーという国を誘致することができてい

るわけ、そのときは当時の福島知事が先頭に

なって取り組んでいかれておる。 

 「くまモン」の活躍もヨーロッパでありま

すし、いろいろ動きがありますが、そういっ

た熊本の観光地、そして阿蘇やら天草やら人

吉やら、いろんな施設だけではなくて、今度

は熊本の歴史や文化を世界に発信できるもの

が熊本にあると思うんです。そういったもの

を今後取り組んでいただきたいなというふう

に思うんですけど。 

 これは錦織部長に、いきなりの質問ですか

ら急々に答えることは難しいかなと思うんで

すけども、やっぱり先駆けた取り組み、７年

をとれなくてもその４年後、11年後とあるわ

けですけれども、当面９月に向けた――日本

がとりましたら各県そういう動きはやると思

うんです。ですから、それに向けて決まった

時点で動けるような何か、東京オリンピック

だけではなくて、そういう観光客やそれに向

けた応援団やら、そういう選手の家族やら、

そういうのを熊本に受け入れるような施策を

できないものかなと、そういうふうに思うん

ですけど、いかがでしょう。 

 

○錦織企画振興部長 荒木委員からの御質問

でございますが、オリンピックということに

限らず、これまで県におきましては、さまざ

まな側面から海外に対して熊本というのを発
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信してきたということでございます。それは

単に誘致関係だけではなくて、あるいは学生

誘致のため、または荒木委員が大変熱心に取

り組んでいらっしゃいます文化・歴史の面に

ついても、発信をしてきておるところでござ

います。 

 そうした流れの中で個々に世界に発信して

いるものを、大きなイベントがあるときには

一本にまとめるというのは、委員御指摘のと

おり、訴求力を増すものだと思っておりま

す。 

 今後、オリンピックの候補地が９月にかけ

て決まっていくということでございますが、

そうした事実が東京で確定するということに

なれば、国を挙げての活動に移っていくと思

います。そのときには、県としても何らかの

対応をしなきゃいけないと、それは当然でご

ざいますし、対応をする以上は、果たして熊

本というのがどういう姿で発信されるべきか

ということを、やはり県庁も考えなきゃいけ

ないですし、他の関係者とも一緒になって考

えなきゃいけないことと思っておりますの

で、そのときにはしかるべき対応をとってま

いりたいというふうに考えております。 

 

○荒木章博委員 わかりました。もちろん、

熊本だけではなくて、九州各県との、市町村

との連携をとりながら、熊本を初め九州を周

遊できる観光パックとか発信力、その中にも

熊本という意識づけ、新幹線を含めた利活用

に向けた空港、国際線に向けた３者、４者が

一体となって今後も取り組んでいただけるよ

うになればなと思って、部長のお言葉で安心

しましたので、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○橋口海平委員 22ページ、台湾線について

ちょっと聞きたいんですが、台湾線の便を目

指すということなんですが、台北それとも高

雄、どちらのほうを目指しているんでしょう

か。 

 

○中川交通政策課長 台湾線につきまして

も、チャーター便の造成等で積極的に取り組

んでおります。台北の桃園空港、あるいは南

のほうの高雄、両方ございます。これにつき

ましては、どちらを目指すというよりも、私

どものほうとしましては、台湾と熊本との交

流を、経済、文化を含めてさまざまな分野で

拡大したいという気持ちを持っておりまし

て、現在はまだチャーター便の造成ではござ

いますが、定期便の就航先につきましては、

現地の自治体、あるいは航空会社の状況等も

踏まえながら、台湾の中のどこかには飛ばし

たい、それをまずは実現したいということで

取り組んでおりますので、今の時点で台北決

め打ち、高雄決め打ちとかいうものではござ

いません。 

 ただ、ことしの秋に高雄方面との間で交流

を促進しようという動きもございますので、

私どもの頭の中には台北桃園航空とあわせ

て、高雄の航空も飛べたらいいなという気持

ちは十分持っております。 

 以上でございます。 

 

○橋口海平委員 どこかにしたいということ

なんですが、そろそろどこかに決め打ちをし

て、そこを重点的にやっていくというのもし

ていかないといかないんではないかなと思い

ます。 

 それと、去年台湾に行った際に、チャータ

ー便で一気にどーんと行くよりも、何回も何

回も通ったほうが実になるよというようなア

ドバイスをいただきましたので、御参考にお

願いします。 
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○中川交通政策課長 アドバイスありがとう

ございます。御指摘のとおり、どーんと大き

な便で一発行くというよりも、御指摘のとお

り、年間を通じて需要が底がたくあるという

のが、航空会社に対するアピールなどという

のは承知しておりますので、しっかり交流の

実績を積み上げて、まずはチャーター便から

取り組んでまいりたいと思います。 

 それから、済みません、委員長、もう一件

よございますか。 

 先ほど、堤委員の御質問に対して、私のほ

うが空港アクセスの総事業費約200億という

ことで発言させていただきましたけど、これ

は約300億でございました。おわびして訂正

させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○早田順一委員 44ページの交通政策課にお

尋ねいたしますけども、九州新幹線の停車本

数なんですけども、純粋に数字を見て、直行

便ですね、新玉名駅だけ何でこんなに少ない

んですか。 

 

○中川交通政策課長 今44ページの表で、新

幹線(１)の中における新幹線の停車本数の中

の大阪直通便、あるいは広島直通便の御指摘

でございます。私どもとも新玉名駅の直通本

数の３本といいますのは、他の駅に比べて少

ないと強く認識しておりますので、これは昨

年度も年度のうちに４回ＪＲに足を運んでお

りますし、今年度につきましても、地元の各

市と県北の首長さんたちと一緒になりまし

て、要望活動をしているところでございま

す。 

 ＪＲのコメントとしましては、開業して最

初のダイヤ改正がまず終わって、もう２回目

終わっているんですけれども、その最初走っ

た中で直通分の需要を見ながら、これについ

ては対応したいということでございます。 

 あと、ＪＲの発言でいきますと、トータル

の停車本数そのものの数と直通の話と、直通

便とトータルで、ＪＲ西との間で新幹線をず

っとシャトルで行き来させておりますけど、

その全体の中で引き続き調整させていただき

たいということでございまして、ＪＲにおい

ても、この直通便２～３本が地元において非

常に不満があるということは、認識されてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 ４回ほどこれまで要望され

てきたということでございまして、いろいろ

ＪＲの言い分もあるんでしょうけども、やっ

ぱり最初から新玉名に直行便がとまるのが３

本となると、やっぱりお客さんも選んで乗ら

れると思うんです。だから、ある程度例えば

テスト運行とかやられて、実験とか、そうい

うふうなものをされるようにＪＲにぜひ言っ

ていただきたいと思うんですけれど、そうい

う話とか、これまで要望の中でなかったんで

しょうか。 

 

○中川交通政策課長 ＪＲに対しましては、

地元と一緒になりまして、今御指摘のテスト

運行等という具体の提案まではいっておりま

せんが、まずは本数をふやしてもらわないと

利用も伸びないんじゃないかと、そういうこ

とでトライアルをお願いしたいと、ふやして

もらえれば利用が伸びる自信があるというこ

とで、強く申し入れをしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 しっかり地元の要望を伝え

てください。 

 

○小早川宗弘委員長 よろしいですか。 
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○浦田祐三子委員 中川課長、済みません、

私からも、先ほど早田委員の御指摘はお願い

をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 55ページの観光課にお尋ねいたします。 

 歴史回廊くまもと観光キャンペーンという

ことで、平成23年の12月から平成24年12月、

約１年ちょっと「平家遺産をめぐる旅」とい

うことで、キャンペーン活動をなさっていら

っしゃいますけれども、主な成果をお聞かせ

いただきます。 

 

○渡辺観光課長 この間、五木ですね、五家

の荘地域の宿泊客が15％伸びております。そ

れから、スタンプラリーも開催してこれは53

6名、それから平家遺産バスツアーで16台333

人が参加しておりまして、この「平清盛」の

大河ドラマにあわせたキャンペーン展開とい

うか、ある程度の成果が得られたものと考え

ております。 

 

○浦田祐三子委員 この歴史回廊くまもと観

光キャンペーン、これは１年間だけで終わっ

ているんですか。 

 

○渡辺観光課長 この平成23年のキャンペー

ンについてはこれだけですが、ただ、ようこ

そくまもと観光立県推進計画というものを、

平成24年、昨年の７月に策定しておりまし

て、その中で加藤、細川を初めとした歴史・

文化の紹介を中心としたキャンペーンを例年

展開いたしております。 

 

○浦田祐三子委員 済みません。課長、それ

は「歴史回廊くまもと観光キャンペーン」と

いうのは、これは続かないということです

か。 

 

○渡辺観光課長 歴史に焦点を当てたキャン

ペーンというのはこれからも続けていく所存

でございまして、たまたま平成23年から24年

12月にかけては、「平清盛」にあわせたキャ

ンペーンを展開したということで、これは続

けていくつもりでございます。 

 

○浦田祐三子委員 その「平家遺産をめぐる

旅」というのはずっとやっていかれるという

ことでしたけれども、その他にまだいろいろ

歴史をめぐるような何といいますか、ストー

リー性のある観光キャンペーンをされるとい

うことだったんですけど、まだほかに予定を

されていらっしゃるものがあれば、お聞かせ

いだければなと思います。 

 

○渡辺観光課長 歴史、例えば天草と雲仙を

結んだキリシタン文化をめぐるコース、それ

から特に韓国人観光客に人気のございますト

レッキングコースというのがございます。そ

れが九州オルレといいまして、天草の上島、

維和島あるいは松島の10キロぐらいあるコー

スを、これは韓国のお客さんに。プラス・キ

リシタン文化を組み合わせた、そういったキ

ャンペーンもやっているところでございま

す。 

 

○浦田祐三子委員 大変期待をいたしており

ます。課長、熊本というのはまだまだ潜在的

な魅力がたくさん埋もれていると思いますの

で、ぜひしっかり掘り起こしをいただきまし

て、一人でも多くの方に熊本の魅力を発信し

ていただければと思います。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかにありませんか。 

 

○髙野洋介委員 33ページほかちょこちょこ

書いてありましたけども、空港ライナーにつ

いてお尋ねしますけども、昨年度の実績でい

いんですけども、１人当たりの経費を教えて
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もらえますか、利用客１人当たりの経費を。 

 私の計算上からいくと、年間、24年度が５

万370人になるんですね、計算上。年間の経

費から割ると、１人当たりの経費が出ると思

うんですけど。 

 

○中川交通政策課長 非常にざっくりで申し

わけございません、１人当たり600円強くら

いになるかと思います。 

 

○髙野洋介委員 わかりました。私、いつも

いつも言っておりますけども、この空港ライ

ナーの無料運行について非常に違和感を覚え

ているんですけども、これ足かけ３年されて

いますね。２年半ぐらいしていますね。３年

目に入っているんですけども、いつまでこの

無料区間をするのか。今後、無料区間から少

し料金を取る試験運行という運行の仕方も視

野に入れながらされていると思うんですけど

も、そこらについての展望をお尋ねいたしま

す。 

 

○中川交通政策課長 空港ライナー、現在２

年目に入っているところでございます。 

 

○髙野洋介委員 ３年目だろう、23年からだ

ろう。 

 

○中川交通政策課長 ３年度目です。失礼し

ました。３年度目に入っております。 

 御指摘の、無料運行につきましても、私ど

もも未来永続的に空港ライナー、無料のまま

ということでは考えておりません。ただ、堤

委員の御指摘にもありましたように、空港ア

クセスの強化という観点から、新たな空港リ

ムジンと並ぶ、またはそれ以上になるような

阿蘇くまもと空港のアクセスを強化するとい

う観点から取り組ませていただいておりまし

て、とにかく利用者をふやして、将来的に永

続的なモデルが描けるように持っていきたい

という気持ちが強うございまして、インパク

トのある方策ということで、スタートの時点

に、大津町が駅の南側を地元で整備していた

だいております。この南口があいたというタ

イミングで、新たなアクセスラインがつくれ

るんじゃないかということで、なかなか思い

切った策であると思いますけど、無料で今続

けさせていただいております。  

 現在、25年３月時点では、１日当たり166

人という利用になっておりますけども、この

利用がもう少し広がらないかと思っておりま

す。その時点で、委員御指摘の今後の本格運

行に向けた仕組みについて、関係者としっか

り協議して、また皆様にも御提案させていた

だければと思っています。 

 以上でございます。 

 

○髙野洋介委員 あくまでもこれ税金を使っ

ているんですよ。だから、その意識を私は忘

れたらいけないと思います。この無料という

のに私ずっと引っかかっているんで、よく耳

にするのが、無料だから乗ろうとか、お金払

ったら乗らぬよとか、幾らだったらというこ

とをよく耳にするので、試験運行されている

んだったら、例えば今年度はいつからか200

円取りますとか、300円取りますとかいうの

も試験運行の一つなんで、そこをきちんと計

画性を持ってやらないと、課長が先ほど御発

言されたように、もう少し利用客が伸びた

ら、伸びるまでは試験運行やりますよ、無料

でやりますよというのだったら、何の展望も

ないんです。 

 だから、そこはきちんと行政で判断しなが

ら、ほかの団体の方々も入っていらっしゃる

ので、そこでもきっちり相談をしながら、今

後の展望を今年度中ぐらいにきちんと出せる

ように急いでください。これやりとりしても

多分とまらないので、要望にかえます。 

 

○荒木章博委員 ちょっと関連して。今委員
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が言ったけども、私はちょっと違うと思うん

だ。これは一つの――私もこれ何度も利用す

るんです、月に２回は上京するから。やっぱ

り利用して、これは豊肥線を、熊本駅から新

幹線をおりて周知をしていく。やっぱり「石

の上にも３年」だから、３年、４年を見て、

今課長が言われたような対応の仕方を僕はや

るべきだと思っています。だから、これは今

非常に大事な場所ですよ、これを利用した熊

本の観光地づくりなんかを私はそこに信じて

考えていくべきだと思います。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。なければ、質疑はこれで終了いたしま

す。 

 次に、議題(2)閉会中の継続審査について

お諮りいたします。 

 本委員会に付託された調査事件について

は、引き続き審査する必要があると認められ

ますので、本委員会を次期定例会まで継続す

る旨、会議規則第82条の規定に基づき議長に

申し出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他として何かありませんか。ほかにな

ければ、本日の委員会はこれで閉会いたしま

す。 

  午後０時１分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

 高速交通及び新幹線活用対策特別委員会 

 委員長 

 

 

 

 

 

 

 - 30 -


